
地区計画は、これからこんなまちをつくりたい、こんなまちにしたしヽというみなさんの希望をまとめて、それを実

現するために、具体的なまちづくりのルールを決めていくものです。

川尻原宿地区では、良好な環境の住宅地の維持、保全を目的に、地区計画が定められています。

計画のlla旨をこ理解しヽただき、まちづくりへのこ協力をお願いいたします。

▼川尻原宿地区 地 区計画 区 域回
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● 地 区の概要

―一一 地区計画区域

一一― 地区の区分

|  I A 地 区
(第二種中高層住居専用地域

|  I B 地 区
(第一種低層住居専用地域

※用途地域の詳細1よ、都市計画課で、

● 壁面の位置

― ― 日道路境界線から15m以 上

※その他の道路境界線及び隣地境界線から
10m以 上

200/60)

80/50)

こ確認ください。



(平成元年 1月 ]3日 決定)

名 称 川尻原宿地区地区計画

位 置 城山町川尻字相原界、字原宿及び字横山地内

面 積 許921 9ha

区
域

の
整
備

　
開
発

及
び

保
全

の
方

針

地区計画の目標

本地区|よ、川尻原宿土地区画整理事業の施行により都市基盤が整備され、計

画的に良好な市街地形成が図られる地区である。

川尻原宿地区地区計画は、住宅地としての居住環境の向上を図り、次に掲 ザ

る土地利用 緑 化の方針及び建築物等の整備方針のもとに、良好で緑豊かな市

街地の形成をめざす。

土地利用の方針

都市計画道路原宿山野線及び地区内幹線道路沿線について|よ、周辺環境を配

慮 し、将来の沿道立地性を考慮 した土地利用を図る。また、その他の地域につ

いては、良好な低層住宅地の形成を図る。

緑化の方針
緑豊かな市街地を形成するため、公共空間の緑化を図るとともに宅地内緑化

を推進する。また、道路沿しヽの宅地について|よ、生け垣等の植栽を配置する。

建築物等の整備の方針

建築物の建て詰まりを避け、また敷地の細分化等による過少宅地を防止する

ため、敷地面積の最低限度を定める。

さらに、建築物の秩序化と災害時から安全を図るため、建築物の高さの帝」限、

壁画の位置の制限及びかさ若しく|よさくの構造の市J限を行なう。また、屋根、

外壁等の色彩|よ良好な住環境にふさわししヽ落ち着いた色あしヽのものとする。

地
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備
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地区の

区 分

名  称 A 地  区 B 地 区

面  積 和匂5 3ha 杵匂]6 6ha

建築物の敷地

面積の最低限度
]50mE

壁画の

位置の制限

都市計画道路原宿山野線及び地区内幹線道路沿線の境界線より15m以 上。

その他の道路境界線及び隣地境界1/Pより]Om以 上。

建築物の高さの

最高限度

建築物の高さの最高限度は

15m以 下とする。

かき若しくは

さくの構造の制限

道路に画するかさ若 しくはさくの構造は、生垣又は透視可能で開放的な構造

とする。ただ し、コンクリー トブロック造、石造等これらに類するものを設置

する場合の高さは、宅地の地盤面から06m以 下とする。



●敷地の細分化による住環境の悪化を防ぐため、敷地

面積の最低限度を]50甫 としております。

(地区計画を定める前) (地区計画を定めた後)

甑 →航ぅ
なケ
電畠

O      O

皿 → 募
能
踊継

×        ×

ただし、地区計画の都市計画決定以前から敷地面

積の最低限度に満たない敷地につしヽては、適用が除

外になる場合があります。

●A地 区で|よ建築物の高

さの最高限度|よ、]5m

以下とします。

ただし、階段室、昇

降機塔、装飾塔、物見

塔、屋窓その他これら

に類する建築物の屋上

部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積

の8分の]以内の場合におしヽて|よ、その部分の高さは、

5mま では、当該建築物の高さに算入しません。

●B地 区では用途地域が第1種低層住居専用地域の為、

絶対高さ]Om以 下の制限があります。

●道路側にかさ叉|よさくを設ける場合は、次に掲げる

ものとしております。なお、門柱などの出入口部分|よ、

適用されません。

フエンス等

60cm以 下

ブロック等は敷
地内地盤面から
60cm以 下

建物の壁や柱の面は、下記のとおり後退します。

●都市計画道路原宿山野線及び市道原宿南65号 沿線の

道路境界線より15m以 上後退します。

●その他の道路境界線及び隣地境界線では、境界線よ

り]Om以 上後退します。

壁面を後退する部分
]Om以 上

壁面を後退する部分
]5m、 10m以 上

ただし、次のような場合に|よ上記の制限は適用され

ません。

①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が

3m以 下であるもの

②外壁の有る自動車車庫や物置等の用途の建築物で、

軒の高さが23m以 下で、かつ、床面積の合計が5面

以内であるもの

③外壁の無い自動車車産で、軒の高さが23m以 下で

あるもの

③の要件の ②の要件の
草庫   物 置等

※一点鎖線|よ各境界からの壁面後退線を示す。

①の要件の部分
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